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男鹿市規則第７号 

 

男鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

男鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年男鹿市規則第１３号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表 職種別基準表（第５条関係） 別表 職種別基準表（第５条関係） 

職
種
区
分 

職種 
学歴免
許等 

基礎号給 上限 

職 務
の級 

号給 
職 務
の級 

号給 

⑴
  

健 康 診 断 事
務 補 助 、 管
理 員 、 校 務
員 、 調 理
員 、 保 育 補
助、作業員 

高校卒 １ １ １ １ 

地 籍 調 査 推
進員 

高校卒 １ １ １ 19 

行政事務 高校卒 １ １ １ 21 

医療事務 高校卒 １ １ １ 25 

消 費 生 活 相 高校卒 １ １ １ 21 

職
種
区
分 

職種 
学歴免
許等 

基礎号給 上限 

職 務
の級 

号給 
職 務
の級 

号給 

⑴  健康診断事
務補助、管
理員、校務
員 、 調 理
員、保育補
助、作業員 

高校卒 １ １ １ １ 

地籍調査推
進員 

高校卒 １ １ １ 19 

行政事務 高校卒 １ １ １ 21 

医療事務 高校卒 １ １ １ 25 

消費生活相 高校卒 １ １ １ 21 
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改正後 改正前 

談員 消費生
活相談
員 

１ 18 １ 32 

家庭相談員 高校卒 １ １ １ 21 

社会福
祉主事 

 １  18  １  32 

保育士  １  18  １  32 

車両運転手 高校卒  １  23  １  23 

支 所 長 、 地

域 コ ミ ュ ニ
テ ィ セ ン タ
ー 所 長 、 館

長 、 多 面 的
機 能 支 払 交
付 金 事 業 事
務 員 、 森 林
経営支援員 

高校卒 １ 26 １ 26 

集落支援員 高校卒 １ ５ １ 25 

地 域 お こ し
協 力 隊 、 道
路 整 備 作 業

高校卒 １ 32 １ 32 

談員 消 費 生
活 相 談
員 

１ 18 １ 32 

家庭相談員 高校卒 １ １ １ 21 

社 会 福
祉主事 

 １  18  １  32 

保育士  １  18  １  32 

車両運転手 高校卒  １  23  １  23 

支所長、地

域コミュニ
ティセンタ
ー所長、館

長、多面的
機能支払交
付金事業事
務員 
 

高校卒 １ 26 １ 26 

集落支援員 高校卒 １ ５ １ 25 

地域おこし
協力隊、道
路整備作業

高校卒 １ 32 １ 32 
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改正後 改正前 

員 、 部 活 動
指導員 

地 域 子 育 て
支 援 セ ン タ

ー指導員 

高校卒  １  １  １  21 

保育士  １  18  １  32 

教 育 ・ 保 育
ア ド バ イ ザ
ー 

保育士 １ 29 １ 32 

中 学 校 学 習
支援員 

教諭  ２  13  ２  13 

介 護 認 定 調
査員 

介護福
祉士 

１ 24 １ 32 

介護支
援専門
員 

２ ２ ２ 10 

介 護 予 防 支
援員 

介護支
援専門

員 

２ ４ ２ 12 

主任介
護支援
専 門

２ ５ ２ 13 

員、部活動
指導員 

地域子育て
支援センタ

ー指導員 

高校卒  １  １  １  21 

保育士  １  18  １  32 

教育・保育
アドバイザ
ー 

保育士 １ 29 １ 32 

中学校学習
支援員 

教諭  ２  13  ２  13 

介護認定調
査員 

介 護 福
祉士 

１ 24 １ 32 

介 護 支
援 専 門
員 

２ ２ ２ 10 

介護予防支
援員 

介 護 支
援 専 門

員 

２ ４ ２ 12 

主 任 介
護 支 援
専 門

２ ５ ２ 13 
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改正後 改正前 

員、社
会福祉
士 

⑵ （略） 

⑶ （略） 
 

員 、 社
会 福 祉
士 

⑵ （略） 

⑶ （略） 
 

備考 
１及び２ （略） 
３ この表にない職種については、行政事務を使用するこ
とを原則とし、行政事務には、学校生活支援員、保育
士、ジオパーク推進員、説明員、被保護者就労支援員、
生活困窮者主任相談支援員、生活困窮者相談支援員、母

子父子自立支援員、観光情報発信等支援員等を含む。 
 

備考 
１及び２ （略） 
３ この表にない職種については、行政事務を使用するこ
とを原則とし、行政事務には、学校生活支援員、保育
士、ジオパーク推進員、説明員、就労支援員、生活困窮
者主任相談支援員、生活困窮者相談支援員等を含む。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


